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令和８年度 通常総会について

～青年部～

会費の集金について

本年度の通常総会は、５月21日(木)午後３時より大栄公民館に
て開催されました。

会員185名(内、委任状148名）出席のもと下記議案が承認・

決定されました。詳細は総会資料をご覧ください。

（１）令和７年度事業報告書並びに収支決算関係書類承認の件

（監査報告）

（２）令和８年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）

決定の件

（３）令和８年度運営資金借入最高限度額等（案）決定の件

（４）定款一部改正の件

（５）運営規約一部改正の件

報告事項 労働保険事務組合の保険料等報告書について

令和8年5月13日に県北部ブロック商工会主張発表大会
が富里市で行われました。結果は惜しくも努力賞でした
が、青年部活動について熱く語ってもらいました。

商工会費の集金につきましては、現在、年に１回の集金を皆様にお願い
しています。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

また、この機会に、集金方法を現金から口座振替への変更手続きを併せ
てお願いいたします。

税制改正において、下記の通り変更されました。ご確認ください。

出典:国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm）

★少額減価償却資産の特例の拡充

★基礎控除の引き上げ

中小企業者等が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円
までを限度に、即時償却（全額損金算入）することが可能。
【適応期限:令和10年度末（令和11年3月31日）まで】
【適用手続き】
〈個人事業主〉青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措
法 28 の２」と記載すること。
〈法人〉法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。

★給与所得控除の最低保証額の引き上げ


